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大和都市計画区域における市街化区域と市街化調整区域との区分 (線引き )

の都市計画の変更・決定が近く予定（平成２３年５月上旬頃）されています。

この区分（線引き）の変更によって、新たに市街化調整区域への編入が予定

されている区域があります。  

 市街化調整区域は原則として建築物の建築等はできませんが、新たに市街化

調整区域に編入された区域では、都市計画法第３４条第１３号に基づき、次の

すべてに該当する場合は、区分の変更に係る決定告示日から５年間に限り、自

己の居住又は業務の用に供する建築物の建築等を行うことができます。  
 

① 新たに市街化調整区域に編入された際、既に土地又は土地  

の利用に関する権利を持っていること  

② 区分の変更に係る決定告示日から６ヶ月以内に、県知事（奈  

良市内については奈良市長）に届出を行うこと。  

③  区分の変更に係る決定告示日から５年以内に、都市計画法に  

基づく開発許可を受けて開発行為を完了、又は、建築許可を  

受けて建築工事を完了すること。  

 
詳細についての問い合わせ先    

奈 良 県 土 木 部 建 築 課    TEL ０７４２－２７－７５６２  
郡山土木事務所建築課    TEL ０７４３－５２－１１０１  
高田土木事務所建築課    TEL ０７４５－５２－６１４４  
桜井土木事務所建築課    TEL ０７４４－４２－９１９１  

都市計画区域の区域区分の変更により 

新たに市街化調整区域に編入された土地で 

自己用の建築物の建築等を計画されている方は 

区域区分の変更後６ケ月以内に届出が必要です。 




